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【手続補正書】
【提出日】平成26年12月19日(2014.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を表す入力データに関連づけたプロファイルを利用して、前記プロファイルに対し
て出力デバイスと測色一致を狙った第１の出力プロファイルを格納すると共に、前記プロ
ファイルを参考にして測色一致した色領域を制限しつつ出力デバイスの色域を利用して前
記プロファイルの出力と見た目を近づけた色域マッピングを施した第２の出力プロファイ
ルを格納する格納手段と、
　前記第１の出力プロファイルまたは前記第２の出力プロファイルを選択する選択手段と
、
　前記入力データに関連づけたプロファイルと、前記選択手段で選択された前記色の特性
を示す第１の出力プロファイルまたは第２の出力プロファイルとを用いて、前記入力デー
タである色データを前記出力デバイスの色データへ色変換する色変換手段と、
　を含む色処理装置。
【請求項２】
　前記格納手段は、入力データに関連づけたプロファイルの基本色に対して出力デバイス
に対応した前記基本色に１以上の特定色を追加した色による色の特性を示す第２の出力プ
ロファイルを格納する請求項１記載の色処理装置。
【請求項３】
　前記選択手段は、前記第１の出力プロファイル及び前記第２の出力プロファイルの各々
による色域の大きさの差、または最低明度の差を求め、求めた色域の大きさの差、または
最低明度の差の大きさが所定値より大きければ第２の出力プロファイルを選択する請求項
１記載、または請求項２の色処理装置。
【請求項４】
　前記選択手段は、前記出力デバイスに対応した前記第２の出力プロファイルによる色域
の外郭上の最大彩度の色データが前記プロファイルの色域外になることで判断する請求項
３記載の色処理装置。
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【請求項５】
　前記色変換手段は、色域マッピング手段を含み、該色域マッピング手段は、前記プロフ
ァイルを参考にした色規則に従って、伸長、維持、または圧縮を利用して再現色を対応づ
ける請求項１～請求項４の何れか１項に記載の色処理装置。
【請求項６】
　前記色域マッピング手段は、予め定めた指定色領域に含まれるデバイス非依存データを
維持する色規則を設定する請求項５記載の色処理装置。
【請求項７】
　前記予め定めた指定色領域は、人物の肌色領域である請求項６記載の色処理装置。
【請求項８】
　コンピュータを、
　画像を表す入力データに関連づけたプロファイルを利用して、前記プロファイルに対し
て出力デバイスと測色一致を狙った第１の出力プロファイルとして格納すると共に、前記
プロファイルを参考にして測色一致した色領域を制限しつつ出力デバイスの色域を利用し
て前記プロファイルの出力と見た目を近づけた色域マッピングを施した第２の出力プロフ
ァイルを格納する格納手段から、前記第１の出力プロファイルまたは前記第２の出力プロ
ファイルを選択する選択手段と、
　前記入力データに関連づけたプロファイルと、前記選択手段で選択された前記色の特性
を示す第１の出力プロファイルまたは第２の出力プロファイルとを用いて、前記入力デー
タである色データを前記出力デバイスの色データへ色変換する色変換手段と、
　として機能させるための色処理プログラム。
【請求項９】
　コンピュータを、請求項１～請求項７の何れか１項記載の色処理装置を構成する各手段
として機能させるための色処理プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項４記載の発明は、請求項３記載の色処理装置において、前記選択手段は、前記出
力デバイスに対応した前記第２の出力プロファイルによる色域の外郭上の最大彩度の色デ
ータが前記プロファイルの色域外になることで判断する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項９記載の発明に係る色処理プログラムは、コンピュータを、請求項１～請求項７
の何れか１項記載の色処理装置を構成する各手段として機能させる。
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